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第３章 目標・施策の進捗状況等 

 

１ 県民の健康の保持の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

(1) 特定健康診査・特定保健指導の推進並びにメタボリックシンドローム該当者及び

予備群の減少の推進 

ア 現状 

(ｱ) 特定健康診査の実施率 

特定健康診査については、国において、令和５年度までに、対象者である 40

歳から 74 歳までの 70％以上が特定健康診査を受診することを目標として定め

ており、第三期神奈川県医療費適正化計画においても、国と同様、令和５年度

までに「実施率 70％以上」を目標として定めました。 

本県の特定健康診査の実施状況については、令和４年度実績で、対象者

3,766,471 人に対し、受診者は 2,188,688 人であり、実施率は 58.1％となって

います。 

目標とは依然開きがあり、目標の達成は見込めないものの、第三期計画期間

において、新型コロナウイルス感染症の流行による受診控えの影響があった令

和２年度を除き、実施率は毎年度上昇しており、令和４年度実績では全国値を

超え、全国順位は 16 位となっています。（表３－１、図３－１、図３－２） 

 

表３－１ 特定健康診査の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 3,824,271 人 3,827,063 人 3,885,649 人 3,861,795 人 3,766,471 人 

受診者数 2,051,641 人 2,110,505 人 2,036,513 人 2,169,278 人 2,188,688 人 

特定健康診査 

実施率 
53.6％ 55.1％ 52.4％ 56.2％ 58.1％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 

 

図３－１ 特定健康診査の実施率推移(県・全国) 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成 30 年度～令和４年度) 

厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況について(平成 30 年度～令和４年度) 
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図３－２ 特定健康診査の都道府県別実施率 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(令和４年度) 

 

     ＜保険者種類別実施率＞ 

保険者の種類別の実施率をみると、全国値において、市町村国保を除き、い

ずれの保険者でも上昇傾向にあります。また、健保組合と共済組合が相対的に

高くなっています。（表３－２） 

 

表３－２ 特定健康診査の実施状況（保険者の種類別、全国値） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

市町村国保 37.9％ 38.0％ 33.7％ 36.4％ 37.5％ 

国保組合 49.4％ 49.8％ 45.7％ 49.0％ 51.0％ 

協会けんぽ 52.2％ 53.7％ 52.3％ 55.9％ 57.1％ 

船員保険 49.9％ 52.9％ 51.3％ 52.0％ 52.2％ 

健保組合 78.2％ 79.0％ 77.9％ 80.5％ 82.0％ 

共済組合 79.2％ 79.5％ 79.2％ 80.8％ 81.4％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ(平成 30 年度～令和４年度) 
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     ＜市町村国保実施率＞ 

本県の市町村国保については、令和４年度実績で、対象者 1,119,859 人に対

し、受診者は 330,804 人であり、実施率は 29.5％となっています。平成 30 年

度以降、実施率は上昇傾向にあるものの、全国順位は 47 位となっています。 

（表３－３、図３－３） 

 

表３－３ 市町村国保の特定健康診査の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 1,288,106 人 1,236,636 人 1,223,888 人 1,191,712 人 1,119,859 人 

受診者数 365,790 人 356,561 人 314,861 人 336,806 人 330,804 人 

特定健康診査 

実施率 
28.4％ 28.8％ 25.7％ 28.3％ 29.5％ 

特定健康診査 

実施率全国値 

（再掲） 

37.9％ 38.0％ 33.7％ 36.4％ 37.5％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 

 

図３－３ 市町村国保の特定健康診査の都道府県別実施率 

 
出典：国民健康保険中央会 市町村国保 特定健康診査等実施状況（令和４年度） 
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     ＜協会けんぽ実施率＞ 

本県の協会けんぽについては、令和４年度実績で、対象者 877,313 人に対

し、受診者は 498,520 人であり、実施率は 56.8％となっています。平成 30 年

度以降、実施率は上昇傾向にあり、全国値に近づいています。また、全国と同

様に被保険者と被扶養者の実施率には大きな開きがあります。（表３－４） 

 

表３－４ 協会けんぽの特定健康診査の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 被保険者 656,305 人 690,872 人  706,930 人 718,572 人 711,335 人 

被扶養者 174,657 人 178,223 人 178,392 人 175,042 人 165,978 人 

計 830,962 人 869,095 人 885,322 人 893,614 人 877,313 人 

受診者数 被保険者 339,253 人 397,715 人 380,518 人 434,762 人 458,005 人 

被扶養者 32,497 人 45,854 人 31,737 人 43,165 人 40,515 人 

計 371,750 人 443,569 人 412,255 人 477,927 人 498,520 人 

特定健康診査 

実施率 
被保険者 51.7％ 57.6％ 53.8％ 60.5％ 64.4％ 

被扶養者 18.6％ 25.7％ 17.8％ 24.7％ 24.4％ 

計 44.7％ 51.0％ 46.6％ 53.5％ 56.8％ 

特定健康診査 

実施率全国値 
被保険者 58.0％ 60.0％ 59.0％ 62.1％ 65.2％ 

被扶養者 24.4％ 25.5％ 21.3％ 26.2％ 27.7％ 

計 50.5％ 52.6％ 51.1％ 54.8％ 57.9％ 

※ 表３－２の厚生労働省公表データと全国健康保険協会の事業年報の実施率の計算方法が異なるため、数値が一致しません 

出典：全国健康保険協会神奈川支部 提供資料(事業年報) 

 

     ＜健康保険組合連合会実施率＞ 

本県の健康保険組合連合会については、令和４年度実績で、対象者 685,762

人に対し、受診者は 553,400 人であり、実施率は 80.7％となっています。全

国値と同様、平成 30 年度以降、実施率は上昇傾向にあります。（表３－５） 

 

表３－５ 健康保険組合連合会の特定健康診査の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 716,999 人 709,915 人 709,195 人 687,139 人 685,762 人 

受診者数 560,206 人 554,154 人 542,958 人 547,625 人 553,400 人 

特定健康診査 

実施率 
78.1％ 78.1％ 76.6％ 79.7％ 80.7％ 

特定健康診査 

実施率全国値 

（再掲） 

78.2％ 79.0％ 77.9％ 80.5％ 82.0％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 
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     ＜性・年齢別実施率＞ 

本県の令和４年度の特定健康診査の実施率を性・年齢階級別3にみると、平

成 30 年度と比較して、70～74 歳を除き、全年齢階級で上昇しています。ま

た、全年齢階級で男性が女性を上回っています。（図３－４） 

 

図３－４ 特定健康診査の性・年齢階級別の実施率（県・全国） 

令和４年度 

神奈川県                                    全国 

 
 

平成 30 年度 

神奈川県                                    全国 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成 30 年度、令和４年度) 

総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和元年１月１日、令和５年１月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

                         
3 対象者については、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」に性・年齢階級別の特
定健康診査対象者数が公表されていないことから、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」におけ
る人口を対象者として代用しているため留意が必要です。 
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     ＜保険者種類別 性・年齢別実施率＞ 

性・年齢階級別を市町村国保とそれ以外の健康保険に分け、実施率をみると、

市町村国保においては、全ての年齢階級で女性が男性を上回っています。また、

特に 40 歳代等の実施率が低くなっています。（図３－５） 

 

図３－５ 保険者の種類別 特定健康診査の性・年齢階級別の実施率（県・全国） 

令和４年度 

 
 

平成 30 年度 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成 30 年度、令和４年度) 

総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和元年１月１日、令和５年１月１日現在) 
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(ｲ) 特定保健指導の実施率 

      特定保健指導については、国において、令和５年度までに、特定保健指導が

必要と判定された対象者の 45％以上が特定保健指導を終了することを目標と

して定めており、第三期神奈川県医療費適正化計画においても、国と同様、令

和５年度までに「実施率 45％以上」を目標として定めました。 

      本県の特定保健指導の実施状況については、令和４年度実績で、対象者

379,747 人に対し、終了者は 86,009 人であり、実施率は 22.6％となっていま

す。 

      目標とは依然開きがあり、目標の達成は見込めません。第三期計画期間にお

いて、新型コロナウイルス感染症流行の影響があった令和２年度を除き、実施

率は毎年度上昇しているものの、令和４年度実績では全国値を下回り、全国順

位は 44 位となっています。（表３－６、図３－６、図３－７） 

 

表３－６ 特定保健指導の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 364,524 人 376,210 人 382,816 人 386,848 人 379,747 人 

終了者数 65,074 人 69,475 人 69,070 人 77,880 人 86,009 人 

特定保健指導 

実施率 
17.9％ 18.5％ 18.0％ 20.1％ 22.6％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 

 

図３－６ 特定保健指導の実施率推移(県・全国) 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成30年度～令和４年度) 

厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況について(平成30年度～令和４年度) 
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図３－７ 特定保健指導の都道府県別実施率 

 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(令和４年度) 

 

     ＜保険者種類別実施率＞ 

保険者の種類別の実施率をみると、全国値において、市町村国保を除き、い

ずれの保険者でも上昇傾向にあります。また、市町村国保、健保組合及び共済

組合が相対的に高くなっています。（表３－７） 

 

表３－７ 特定保健指導の実施状況（保険者の種類別、全国値） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

市町村国保 28.8％ 29.3％ 27.9％ 27.9％ 28.8％ 

国保組合 10.1％ 10.1％ 11.6％ 13.2％ 13.5％ 

協会けんぽ 16.8％ 15.6％ 16.0％ 16.5％ 17.5％ 

船員保険 8.4％ 10.3％ 11.7％ 13.4％ 14.3％ 

健保組合 25.9％ 27.4％ 27.0％ 31.1％ 34.0％ 

共済組合 30.8％ 30.7％ 30.8％ 31.4％ 34.5％ 

出典：レセプト情報・特定健診等情報データ 
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     ＜市町村国保実施率＞ 

本県の市町村国保については、令和４年度実績で、対象者 36,417 人に対

し、受診者は 4,182 人であり、実施率は 11.5％となっています。平成 30 年度

からは微増していますが、全国順位は 47 位となっています。 

（表３－８、図３－８） 

 

表３－８ 市町村国保の特定保健指導の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 41,447 人 39,531 人 35,005 人 38,324 人 36,417 人 

終了者数 4,658 人 4,620 人 4,001 人 4,148 人 4,182 人 

特定保健指導 

実施率 
11.2％ 11.7％ 11.4％ 10.8％ 11.5％ 

特定保健指導 

実施率全国値 

（再掲） 

28.8％ 29.3％ 27.9％ 27.9％ 28.8％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 

 

図３－８ 市町村国保の特定保健指導の都道府県別実施率 

 
出典：国民健康保険中央会 市町村国保 特定健康診査等実施状況（令和４年度） 
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     ＜協会けんぽ実施率＞ 

本県の協会けんぽについては、令和４年度実績で、対象者 92,420 人に対

し、終了者は 9,049 人であり、実施率は 9.8％となっています。平成 30 年度

以降、実施率は上昇傾向にありますが、全国値との間には開きがあります。ま

た、被保険者より被扶養者の実施率が高い値で推移しています。（表３－９） 

 

表３－９ 協会けんぽの特定保健指導の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 被保険者 74,069 人 84,742 人 84,064 人 88,455 人 89,413 人 

被扶養者 2,405 人 3,611 人 2,809 人 3,448 人 3,007 人 

計 76,474 人 88,353 人 86,873 人 91,903 人 92,420 人 

終了者数 被保険者 4,428 人 7,104 人 6,231 人 8,444 人 8,651 人 

被扶養者 157 人 739 人 600 人 569 人 398 人 

計 4,585 人 7,843 人 6,831 人 9,013 人 9,049 人 

特定保健指導 

実施率 
被保険者 6.0％ 8.4％ 7.4％ 9.5％ 9.7％ 

被扶養者 6.5％ 20.5％ 21.4％ 16.5％ 13.2％ 

計 6.0％ 8.9％ 7.9％ 9.8％ 9.8％ 

特定保健指導 

実施率全国値 
被保険者 16.6％ 18.0％ 15.5％ 18.2％ 18.2％ 

被扶養者 5.4％ 11.8％ 13.1％ 12.8％ 15.5％ 

計 16.0％ 17.7％ 15.4％ 18.0％ 18.1％ 

※ 表３－７の厚生労働省公表データと全国健康保険協会の事業年報の実施率の計算方法が異なるため、数値が一致しません 

出典：全国健康保険協会神奈川支部 提供資料(事業年報) 

 

     ＜健康保険組合連合会実施率＞ 

本県の健康保険組合連合会については、令和４年度実績で、対象者 105,608

人に対し、終了者は 37,606 人であり、実施率は 35.6％となっています。平成

30 年度以降、実施率は上昇傾向にあり、令和４年度は全国値を超えました。 

対象者が減少していても、終了者が多いことが実施率向上に寄与していま

す。（表３－10） 

 

表３－10 健康保険組合連合会の特定保健指導の実施状況（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者数 106,881 人 104,325 人 113,474 人 107,492 人 105,608 人 

終了者数 26,780 人 27,008 人 27,637 人 31,600 人 37,606 人 

特定保健指導 

実施率 
25.1％ 25.9％ 24.4％ 29.4％ 35.6％ 

特定保健指導 

実施率全国値 

（再掲） 

25.9％ 27.4％ 27.0％ 31.1％ 34.0％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 
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     ＜性・年齢階級別実施率＞ 

本県の令和４年度の実施率を性・年齢階級別にみると、平成 30 年度と比較

して、40～59 歳の年齢階級では、上昇しています。また、男性が女性を上回

っていますが、70 歳以上になると、女性が男性を上回ります。（図３－９） 

 

図３－９ 特定保健指導の性・年齢別の実施率（県・全国） 

令和４年度 

 
平成30年度 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成 30 年度、令和４年度) 
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     ＜保険者種類別 性・年齢階級別実施率＞ 

保険者の種類別にみると、令和４年度の実施率は、平成 30 年度と比較して、

多くの保険者が上昇しています。また、市町村国保を除き、男性の実施率が、女

性の実施率より高い傾向があります。市町村国保及び全国健康保険協会におい

ては、実施率が一桁となっている年代があります。（図３－10） 

 

図３－10 保険者の種類別 特定保健指導の性・年齢階級別の実施率（県・全国） 

令和４年度 
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平成30年度 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成30年度、令和４年度) 
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 (ｳ) メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、国にお

いて、令和５年度までに、平成 20 年度と比べて 25％以上減少することを目

標として定めており、第三期神奈川県医療費適正化計画においても、国と同

様、令和５年度までに、「平成 20 年度と比べて 25％以上減少」することを目

標として定めました。 

本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、

令和４年度実績で、平成 20 年度と比べて 21.7％減少となっています。 

目標とは依然開きがあり、目標の達成は見込めないものの、第三期計画期

間において、全国値より高い水準で推移しており、令和４年度実績では全国

順位は７位となっています。（表３－11、図３－13、図３－14） 

 

表３－11 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率（平成 20 年度比）（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

メタボリックシン

ドローム該当者

及び予備群の減

少率 

19.9％ 19.6％ 16.2％ 19.3％ 21.7％ 

出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（平成 30 年度～令和４年度） 

 

参考：メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率の計算方法 

平成 20 年度の特定保健指導対象者の推定数（平成 20 年度の年齢階層別（40 歳から 74 歳までの５歳階級）及び性別での特定保健指導対象者が

含まれる割合を、平成 20 年３月 31 日現在での住民基本台帳人口（年齢階層別（40 歳から 74 歳までの５歳階級）及び性別）で乗じた数をいう。

以下同じ。）から各年度の特定保健指導対象者の推定数（各年度の年齢階層別（40 歳から 74 歳までの５歳階級）及び性別での特定保健指導対象者

が含まれる割合を、平成 20 年３月 31 日現在での住民基本台帳人口（年齢階層別（40 歳から 74 歳までの５歳階級）及び性別）で乗じた数をい

う。）を減じた数を、平成 20 年度の特定保健指導対象者の推定数で除して算出する。 

    平成 20 年度の特定保健指導対象者の推定数－各年度の特定保健指導対象者の推定数 

計算式＝―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成 20 年度の特定保健指導対象者の推定数 

 

 

図３－13 メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（平成20年度比）の推移(県・全国) 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(平成30年度～令和４年度) 

総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成20年度、平成30年度～令和４年) 
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図３－14 メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の都道府県別減少率（平成 20 年度比） 

 
出典：厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ(令和４年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

イ 特定健康診査・特定保健指導の推進並びにメタボリックシンドローム該当者及

び予備群の減少の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      共通 

      ○ 県は、保険者協議会と共同で、保険者及び郡市区医師会と連携し、特定

健康診査・特定保健指導受診促進の普及啓発リーフレット・ポスターを県

民に配布しました。 

    [配布実績] 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

リーフレット配布 100,000 部 - 40,000 部 - 

ポスター配布 5,800 部 5,900 部 - 5,460 部 

 

○ 県は、壮年期や健康に関心が薄い層へのアプローチを目的とした特定健

康診査・特定保健指導実施率向上を図るプロモーション動画を作成し、公

共交通機関、映画館、公共機関及び YouTube のネット広告で放映するな

ど、普及啓発の取組を実施しました。 

[放映実績] 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

映画館 県内４か所で 

４週間放映 

動員数 239,797 人 

県内４か所で 

４週間放映 

動員数 131,715 人 

県内４か所で 

４週間放映 

動員数 204,615 人 

県内４か所で 

４週間放映 

動員数 278,869 人 

県内４か所で 

４週間放映 

動員数 209,545 人 

バス 

- 

県内バス会社 

９営業所 約 390 台で

１か月放映 

県内バス会社 

９営業所 約 390 台で

１か月放映 

県内バス会社 

９営業所 約 390 台で

１か月放映 

- 

電車 
- 

県内４路線で 

２週間放映 
- - 

県内６路線で 

２週間放映 

YouTube 

- - 

県内在住 

35 歳以上の男女に 

１か月放映 

表示回数 886,001 回 

県内在住 

35 歳以上の男女に 

２か月放映 

表示回数 1,742,872 回 

県内在住 

35 歳以上の男女に 

３か月放映 

表示回数 3,113,541 回 

 

○ 県は、保険者協議会と共同で各保険者の特定健康診査担当者に対し，公

衆衛生学の専門家を講師に迎え、受診率向上のための講義及びグループワ

ークによる研修を実施しました。 

[研修開催実績] 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

特定健康診査・特

定保健指導初任

者研修 参加者 

57 名 - 

新型コロナウイ

ルス感染症蔓延

のため中止 

58 名 121 名 115 名 

特定健康診査・特

定保健指導経験

者研修 参加者 

- 44 名 - - - 79 名 

特定健康診査・特

定保健指導事務

担当者等説明会・

情報交換会 

参加者 

59 名 57 名 - - - - 
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○ 保険者協議会は、「保険者ごとの特定健診・特定保健指導の取組報告」

を実施し、「特定健康診査・特定保健指導の実施率向上のためのロードマ

ップ」について共通認識を図るとともに、学識経験者や医療関係者からの

フィードバックにより、効果検証や次年度以降の取組改善を共有しまし

た。 

           [報告実績] 

 令和４年度 令和５年度 

取組報告実施回数 ２回 ２回 

取組報告保険者数 ５保険者 ５保険者 

 

      特定健康診査 

○ 県は、保険者にナッジ理論を活用した受診勧奨を行ってもらうため、保

険者間の情報共有の機会を提供し、また、参考デザインを提供するといっ

た保険者支援を実施しました。 

      [支援実績] 

 平成 30 年度 令和元年度 令和３年度 

特定健康診査・特定保健指導事務担当者

等説明会・情報交換会 参加者 
59 名 57 名 - 

ナッジを活用した未受診者勧奨通知未実

施市町村へ先行事例を踏まえた勧奨葉書

デザインを提供 

- - ３市町村 

 

      ○ 各保険者では、ナッジ理論を活用した未受診者勧奨の通知や、健診機会

の拡充、インセンティブの付与、健診費用無料化など実施率向上に努めま

した。 

○ 協会けんぽ神奈川支部では、年度当初の事業所を通じた受診勧奨に加

え、自宅にダイレクトメールを送るなど受診勧奨の強化を図るとともに、

健診機関等を簡便に検索するための特設Ｗｅｂサイトを構築し、利便性の

向上に努めました。また、被扶養者向けの無料集団健診の受診勧奨や自宅

最寄りの健診実施機関のダイレクトメール案内を行うなど被扶養者の実施

率向上に努めました。 

 

○ 警察共済組合神奈川支部では、被扶養者向けに人間ドック助成やアルバ

イト先等で受診した健診結果を提出に対し、インセンティブを付与するな

ど、被扶養者の実施率向上に努めました。 

 

特定保健指導及びメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

○ 各保険者では、健診当日に特定保健指導初回面接の実施や、ＩＣＴの活

用、未利用者勧奨、インセンティブの付与など実施率向上に努め、県は、

保険者に対して、遠隔技術による面接や健康アプリなどＩＣＴ活用事例紹

介を行い、市町村の取組を支援しました。 

 

○ 協会けんぽ神奈川支部や医師国民健康保険組合、警察共済組合神奈川県

支部では、健診当日の特定保健指導初回面接の実施や実施医療機関の拡



44 

充、特定健康診査受診券と特定保健指導利用券をセットにし同時に受ける

ことができる等、利用環境の整備に努めました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

共通 

○ 本県の 40 歳～59 歳の特定健康診査及び特定保健指導実施率が上昇した

のは、令和元年度から、壮年期や健康に関心が薄い層に向けた普及啓発の

取組を開始したことが要因の一つとして考えられます。 

 

○ 本県の市町村国保の特定健康診査及び特定保健指導実施率が全国最下位

であるのは、実施率が低い傾向にある政令指定都市を３つ抱えていること

が影響していると考えられます。今後、他都道府県との要因分析により、

本県の課題を明らかにしていくことが求められます。 

 

特定健康診査 

      ○ 本県の特定健康診査実施率向上の要因として、各保険者による未受診者

勧奨の取組の推進や健診費用無料化など、効果的な取組が実施されたこと

によるものが大きいと考えられます。また、県は研修会や情報交換会、保

険者協議会が行った取組報告等を通じて、保険者が効果的な取組の情報共

有ができるよう努めました。 

 

特定保健指導及びメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

○ 本県の特定保健指導実施率向上の要因として、各保険者による健診当日

の特定保健指導初回面接の実施や未利用者勧奨の取組の推進など、効果的

な取組が実施されたことによるものが大きいと考えられます。また、県は

研修会や情報交換会、保険者協議会が行った取組発表等を通じて、保険者

が効果的な取組の情報共有ができるよう努めました。 

 

○ 本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の平成 20 年度比の

減少率は向上しており、特定保健指導や生活習慣病発症予防・重症化予防

については、一定の成果が出ているものと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

特定健康診査 

      ○ 本県の特定健康診査の実施率は全国値と同程度で、上昇傾向にあるもの

の、目標値の 70％以上とは乖離があり、引き続き実施率向上に向けた取

組を進めていく必要があります。 

 

○ 本県は、全保険者の中でも市町村国保の実施率が低く、特に 40 歳代の

実施率は 10％台と低調であり、壮年期への健康意識の向上・健診受診の

促進のために普及啓発を引き続き実施していく必要があります。 

 



45 

○ 特定健康診査実施率向上に資すると考えられるがん検診との同日実施

等、効果的・効率的な取組に係る情報の収集・展開により、全体的な実施

率の向上が必要です。 

 

○ 本県の被用者保険における被扶養者の実施率は低い傾向にあるため、特

定健康診査の重要性の周知・啓発を行うとともに、被扶養者が自宅の近く

で受診ができるよう利便性を考慮するといった環境整備も必要です。 

 

特定保健指導及びメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

○ 本県の特定保健指導の実施率は上昇傾向にあるものの、全国値を下回っ

て推移しています。目標値の 45％以上とは乖離があり、引き続き実施率

向上に向けて取組を進めていく必要があります。 

 

○ 本県は、全保険者の中でも市町村国保及び協会けんぽの実施率が低く、

特に 40 歳～59 歳は実施率が低調であり、壮年期への健康意識の向上・健

診受診の促進のため、普及啓発を引き続き実施していく必要があります。 

 

○ 本県のメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（平成

20 年度比）は、全国平均より高い水準で推移していますが、目標である

25％には届いておらず、生活習慣病の発症予防のため、特定健康診査や特

定保健指導を推進し、更なる減少率の向上が必要です。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

共通 

○ 県は、壮年期や健康に関心が薄い層に対する効果的な普及啓発を実施し

ます。 

 

○ 県は、保険者協議会と共同で特定健康診査・特定保健指導担当者の資質

向上のため、好事例の情報提供や研修会を開催します。 

 

○ 県は、医療レセプトデータ、特定健康診査データ等の保健医療データを

活用し、他都道府県との比較による要因分析を行うなど、より効果的・効

率的な取組となるように努めます。 

 

特定健康診査 

○ 県は、神奈川県保険者協議会を通じて、集合契約の実施や医療機関の調

整等の支援を行います。 

 

○ 県は、市町村国保が 40 歳未満を対象とした健診や土日夜間の健診など

を実施できるよう助言を行い、市町村国保の 40 歳代の実施率向上を推進

します。 
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特定保健指導及びメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

○ 県は、特定保健指導の実施率向上に資する健診当日の特定保健指導初回

面接の実施やＩＣＴの活用等を推進します。 

 

○ 県は、特定保健指導に従事する専門職の人材確保・育成を推進します。 
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(2) 生活習慣病等の重症化予防の推進 

ア 現状 

     生活習慣病等の重症化予防については、第三期医療費適正化計画において、令

和５年度までに「糖尿病有病者数の増加の抑制」22 万人、「糖尿病性腎症による

年間新規透析導入患者数の減少」925 人を目標として定めました。 

     本県の糖尿病有病者数(40～74 歳)については、令和３年度実績で 271,957 人

となっています。また、本県の令和４年度の人口 10 万人当たり糖尿病有病者数

を年齢階級別でみると、全国と同様に 70～74 歳をピークに、高齢者に有病者数

が多い傾向にあります。 

糖尿病有病者数は、高齢化等の影響により増加傾向にあり、目標とは依然開き

があり、目標の達成は見込めない状況です。（表３－12、図３－15） 

 

表３－12 糖尿病有病者数（40～74 歳）（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

糖尿病有病者数 264,425 人 263,485 人 269,772 人 271,957 人 

出典：厚生労働省 NDB オープンデータより推計 

 

図３－15 年齢階級別人口10万人当たり糖尿病有病者数（県・全国） 

 

出典：厚生労働省「令和４年度NDBデータ」 
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    ＜新規透析導入患者数＞ 

     本県の糖尿病性腎症による新規透析導入患者数については、令和３年度実績で

883 人となり、早期に目標を達成しており、令和４年度実績で 841 人となってい

ます。 

     本県は全国と同様に減少傾向にあり、目標を大きく上回る減少を図ることがで

きました。（図３－16、図３－17） 

 

図３－16 新規透析導入患者数の推移（県・全国） 

 

 

図３－17  人口 10 万人対新規透析導入患者数の推移（県・全国） 

 

出典：日本透析医学会 図説 わが国の慢性透析療法の現況（2022年12月31日現在） 

 

イ 生活習慣病等の重症化予防の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、県民へ糖尿病対策の重要性を伝えるため、糖尿病に関するリーフ

レットの配布、世界糖尿病デーに合わせた県庁をブルーにライトアップす

るイベントの開催等、普及啓発に取り組みました。 
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○ 県は、神奈川県糖尿病対策推進プログラムに沿った市町村の取組を支援

するため、糖尿病重症化予防事業支援アドバイザーを派遣しました。 

           [派遣実績] 

 令和 30 年度 令和元年度 

支援市町村数 ５市町村 ２市町村 

アドバイザー派遣回数 ６回 ２回 

         ※全市町村で糖尿病重症化予防事業を開始できたため、令和２年度以降は、ヒアリング実施に切替 

 

      ○ 県は、県域保健福祉事務所と連携し、市町村に対して糖尿病重症化予防

事業に関するヒアリングを実施し、取組状況及び課題を把握しました。 

    [ヒアリング実績] 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ヒアリング実施市町村数 26 市町村 26 市町村 26 市町村 26 市町村 

取組状況及び課題の把握市町村数 33 市町村 33 市町村 33 市町村 33 市町村 

 

○ 県は、二次保健医療圏単位等での糖尿病連携会議を開催するとともに、

神奈川県糖尿病対策推進会議と共同でワークショップを開催し、行政と医

師会の連携促進による重症化予防事業の推進を図りました。 

  [会議開催実績] 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

二次保健医療圏 

連携会議実施医療圏等 

湘南西部医療圏 

県全体ワークショップ 
湘南西部医療圏 県西医療圏 

足柄上郡地域 

県全体ワークショップ 

 

○ 県は、糖尿病性腎症による新規透析導入患者数減少を目指すため、市町

村において特定健診や医療機関未受診の糖尿病治療中断者等を適切な医療

へつなぐモデル事業を実施し、治療中断者等に受診勧奨する事業実施を支

援しました。 

     [支援実績] 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

モデル事業実施市町村数 13 市町村 19 市町村 20 市町村 - 

治療中断者等への受診勧奨 

実施市町村数 
25 市町村 32 市町村 31 市町村 33 市町村 

効果的な受診勧奨支援 

市町村数 
- - - 2 市町村 

 

○ 県は、県民に自ら特定健診結果を改善させるため、市町村に県民自らが 

改善意欲を促す保健指導(かながわ方式保健指導)研修等を実施しました。 

     [支援実績] 

 平成 30 年度 令和４年度 

支援市町村数 １市町村 １市町村 

研修参加者数 - 63 名 
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○ 各保険者では、神奈川県糖尿病対策推進プログラムに沿って、かかりつ

け医との連携や専門職の活用など糖尿病性腎症重症化予防事業を推進しま

した。 

 

○ 一部の市町村では、糖尿病性腎症重症化予防に係る郡市医師会との協議

の場を設置し、かかりつけ医や糖尿病専門医等の関係機関との連携を促進

し、効果的な取組を推進しました。 

        また、糖尿病重症化リスクだけでなく、高血圧症リスクなども加味した

介入の優先順位付けなど対象選定を工夫した取組を行いました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 本県の糖尿病有病者数は増加傾向ですが、令和３年度は 271,957 人（前

年度比 2,185 人増加）で、令和２年度の 269,772 人（前年度比 6,287 人増

加）に比べ微増となりました。特定健康診査の実施率向上に伴い、より多

くの生活習慣病の早期発見が図られ、医療への受診勧奨や保健指導といっ

た適切なサービスにつなぐことができたことが、要因の一つと考えられま

す。 

 

○ 本県の糖尿病性腎症による新規透析導入患者数は減少傾向にあり、全国

値の水準を大きく下回っています。平成 29 年度より県医師会・県糖尿病

対策推進会議の協力の下、神奈川県糖尿病対策推進プログラムを策定し、

糖尿病性腎症重症化予防事業に係る実施基準・体制・方法、関係機関の連

携の重要性を示すことで、各保険者が新たに取組を開始するとともに、事

業改善・評価につなげました。また、医療・行政がともに役割を意識し連

携しながら糖尿病性腎症重症化予防の推進を図ったことがその要因と考え

られます。 

 

○ 加えて、県が、行政と医師会の連携促進のための連携会議・ワークショ

ップ、糖尿病治療中断者等を適切に医療につなぐモデル事業など、新規透

析導入患者数の減少につながる取組を医療・行政が連携して実施したこと

で、目標の早期達成につながったと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

○ 本県では、高齢化の進展により、さらに糖尿病有病者数が増えることが

想定されていることから、治療が必要な人を早期に発見し、医療につなげ

るため、引き続き、特定健康診査・特定保健指導実施率の向上に取り組む

ことが必要です。加えて、「適度な運動」や「適切な食生活」、「禁煙」の

取組を進め、糖尿病の発症予防を推進していくことが必要です。 

 

○ 糖尿病の重症化予防には、治療の継続は欠かせないため、かかりつけ

医・糖尿病専門医等の連携した取組や治療中断者や未治療者を医療につな

げる取組を推進する必要があります。 
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＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、県民へ糖尿病対策の重要性を伝えるため、糖尿病に関するリーフ

レットの配布、世界糖尿病デーに合わせた県庁をブルーにライトアップす

るイベントの開催等、普及啓発に取り組みます。 

 

○ 県は、神奈川県糖尿病対策推進プログラムに沿って、市町村及び他の保

険者が、地域の医師会や医療機関等と連携して実施する受診勧奨や保健指

導等の重症化予防の取組を支援していきます。また、後期高齢者医療広域

連合と連携し、市町村が年齢の切れ目なく重症化予防の取組ができるよう

支援していきます。 

 

○ 県は、二次保健医療圏単位等で県、市町村、医療機関・医療関係者等関

係機関との連携会議を開催し、地域連携の強化を図ることにより、市町村

の糖尿病性腎症重症化予防事業の取組を推進していきます。 

 

○ 県は、市町村が効果的に糖尿病治療中断者・未治療者に介入できるよ

う、データ分析による対象者の抽出・提供、事業計画の策定支援、効果的

な受診勧奨等の支援等を行い、治療中断者等を適切な治療へつなぐことを

推進していきます。 
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(3) 歯科保健対策の推進 

ア 現状 

     歯科保健対策については、第三期医療費適正化計画において、令和４年度まで

に「80 歳（75～84 歳）で自分の歯を 20 本以上持つ人の割合」65％を目標として

定めました。 

     本県の高齢者の歯の本数については、平成 18 年度から平成 28 年度まで全ての

年齢階級で増加傾向にありましたが、令和２年度は 65～69 歳を除き、横ばいも

しくは減少となっています。また、歯の本数は、加齢とともに減少しています。 

80 歳（75～84 歳）で 20 本以上の自分の歯を有する者の割合については、平成

29 年度から令和元年度の３か年平均の実績で、62.7％となっています。目標と

は依然開きがあり、目標の達成は見込めないものの、第三期計画期間において、

着実に増加しています。（図３－18、図３－19） 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、県民健康・栄養調査が中止となり、令和２年度以

降のデータがないため、直近実績で評価しています。 

 

図３－18 高齢者の歯の本数推移（県） 

 
出典：県成人歯科保健実態調査（平成18年度）  

県民歯科保健実態調査（平成23年度、28年度、令和２年度） 

 

図３－19 80 歳（75 歳～84 歳）で 20 本以上の自分の歯を有する者の割合（県） 

 
出典：県健康増進課 県民健康・栄養調査（平成25年度～27年度、平成29年度～令和元年度） 
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イ 歯科保健対策の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、県民の歯と口腔の健康づくり促進、8020 運動の目標を達成に向

け、歯と口腔の健康が全身の健康の保持増進に重要であることや、ライフ

ステージに応じた歯と口腔の健康づくりに役立つ情報提供や普及啓発を行

いました。 

 

○ 後期高齢者医療広域連合では、歯科医師会と連携し、歯科健康診査の受

診可能な医療機関を増やすなど、被保険者の利便性向上を図りました。ま

た、個別の受診勧奨通知や地域情報紙を活用した受診促進を図りました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 本県の 80 歳で 20 本以上の自分の歯を有する者の割合が増加した要因

は、ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発や歯

科検診の受診促進等が考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 疾病別にみた一人当たり医療費は、「歯肉炎及び歯周疾患」が最も高

く、医療費適正化の観点からも、歯周病対策を推進する必要があります。 

 

○ より多くの県民が 80 歳で 20 本の歯を保つことができるように、むし歯

対策、歯周病対策に取り組むとともに、県民の歯科保健向上の目標として

「8020 運動」を今後も掲げ、継続して普及啓発を行う必要があります。 

 

      ○ 歯周病は糖尿病や心臓病等の全身の病気と関連があり、歯周病対策や治

療は大切です。歯周病と全身の病気との関わりを踏まえ、日常のセルフケ

アの重要性等について引き続き普及啓発が必要です。 

 

      ○ むし歯や歯周病の発症は、生活習慣に密接に関係することから、ライフ

コースアプローチを踏まえ、こどもの頃から望ましい歯科保健行動を生活

習慣として身につけ、生涯を通じて実践する仕組みが必要です。 

 

      ○ こどもの頃から「よく噛むこと」を習慣化する等、口腔機能の獲得につ

いて普及啓発を行い、成人・高齢期には、口腔機能を維持・向上のため、

「オーラルフレイル」について知ってもらい、「健口体操」等のオーラル

フレイル対策を定着させることが必要です。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、全ての県民が、定期的に歯科検診を受診できるよう、歯科検診受

診の重要性や、かかりつけ歯科医を持つことの意義について普及啓発を行

います。 
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○ 県は、歯周病と糖尿病等、生活習慣病との関連性や、妊娠期における歯

と口腔の健康づくりの重要性等、全身の健康と歯と口腔の健康づくりの普

及啓発を行います。 

 

○ 県は、関係機関及び関係団体と連携し、歯科医師をはじめとする歯科保

健・医療専門職に対して、口腔機能の虚弱を早期に把握し、回復させる

「オーラルフレイル改善プログラム」を地域に定着させるよう普及を行う

とともに、県民からのオーラルフレイルに関する相談等に対応できるよう

にするため、オーラルフレイルの基礎知識、対策、改善方法について普及

啓発を行います。 
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(4) たばこ対策の推進 

ア 現状 

たばこ対策については、第三期医療費適正化計画において、令和４年度までに

「成人喫煙率」男性 21.5％、女性 4.4％、「公共的施設で受動喫煙を経験した人

の割合」9.8％を目標として定めました。 

本県の成人喫煙率については、平成 29 年度～令和元年度の３か年平均の実績

で、男性 27.4％、女性 9.3％となっています。目標とは依然開きがあり、目標の

達成は見込めない状況です。 

また、本県の公共的施設で受動喫煙を経験した人の割合については、平成 30

年度の実績で、15.5％となっています。目標とは依然開きがあり、目標の達成は

見込めない状況です。（図３－20、図３－21） 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、県民健康・栄養調査及び受動喫煙に関する県民意

識調査が中止となり、令和２年度以降のデータがないため、直近実績で評価しています。 

 

図３－20 成人喫煙率（県） 

 
出典：県健康増進課 県民健康・栄養調査（平成25年度～27年度、平成29年度～令和元年度） 

 

図３－22 公共的施設で受動喫煙を経験した人の割合（県） 

 

出典：受動喫煙に関する県民意識調査 

 

イ たばこ対策の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、たばこによる健康への悪影響について Yahoo！ディスプレイ広告

及び YouTube 動画広告のデジタルツールを用いた普及啓発を行いました。 
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○ 県保健福祉事務所や市町村は、禁煙相談などに取り組みました。 

 

○ 県は、現役世代を対象とした卒煙（禁煙）サポートとして、企業向け卒

煙塾など取り組みました。 

 

○ 県は、若年層・妊産婦に向けた啓発資料の配布（県内小学校６年生全員

を対象としたリーフレット等）や学校などでの喫煙防止教育に取り組みま

した。 

           [喫煙防止教育実績] 

 令和４年度 令和５年度 

喫煙防止教育を実施した

学校数 
３校 ６校 

喫煙防止教育を受けた生

徒数 
743 人 1,268 人 

 

○ 県は、望まない受動喫煙を防ぐため、施設管理者への戸別訪問や相談支

援、健康増進法や神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の普及啓

発を行いました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 本県の成人喫煙率は、各種キャンペーンでの普及啓発や、禁煙サポート

推進事業での教育等の取組を実施していますが、十分な効果があがってい

るとはいえないと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 喫煙は、がんや循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病等の病気のリスク要因

となるため、喫煙率減少を目指し、病気の発症予防による医療費適正化を

図っていく必要があります。 

 

○ 本県の喫煙率を減少させるため、各種キャンペーンでの普及啓発や禁煙

相談等の卒煙支援に引き続き取り組むことが必要です。 

 

      ○ 20 歳未満の者の喫煙は、身体等への健康影響が大きく、かつ、成人期

の喫煙継続につながりやすいため、引き続き、児童・生徒及び学生へ、た

ばこの害（慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を含む。）を伝えていく必要が

あります。 

 

      ○ 妊娠中の喫煙は、妊婦自身の妊娠合併症等のリスクを高めるだけでな

く、妊娠出産への影響として、胎児の発育遅延や低出生体重、出生後の乳

幼児突然死症候群発症等のリスクを高めるため、妊娠中の喫煙をなくすこ

とを目指し、保健指導や情報提供等に引き続き取り組むことが必要です。 
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＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、関係団体や市町村との連携によるポスター掲示や、ＷＥＢ広告に

より、受動喫煙の健康への悪影響を普及啓発します。 

 

○ 県は、たばこをやめたい、減らしたい者への卒煙（禁煙）サポートとし

て、禁煙相談等、喫煙率の減少に向けた取組を行います。 

 

○ 県は、児童・生徒向けに、たばこの害を解説したリーフレットを作成

し、県内全ての小学６年生を対象に配布する等、喫煙防止教育により広く

たばこの害を周知するとともに、喫煙防止を呼び掛ける広告の配信等、喫

煙防止対策に取り組みます。 

 

○ 県は、20 歳未満の者へのたばこの販売等がないよう、青少年喫煙飲酒

防止条例に基づきたばこ販売店等への立入調査等を実施し、必要に応じて

改善指導等を行います。 

 

○ 県は、県保健福祉事務所と連携して妊娠中の喫煙の有害性について、リ

ーフレットやホームページを活用し普及啓発を行うとともに、ライフステ

ージに応じた健康教育・健康相談事業を行います。 
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(5) がん検診の受診促進 

ア 現状 

がん検診については、第三期医療費適正化計画において、令和５年度までに

「がん検診受診率」50.0％を目標として定めました。 

本県のがん検診受診率については、令和４年の実績で、胃がん 42.7％、大腸

がん 47.3％、肺がん 50.0％、乳がん 48.3％、子宮頸がん 43.7％となっていま

す。 

子宮頸がんを除き、受診率は増加しています。また、肺がんを除くと、目標と

は依然開きがあり、目標の達成は見込めないものの、全国平均より高い水準とな

っています。（表３－13、図３－22） 

 

表３－13 がん検診受診率の推移（県） 

 平成 28 年 令和元年 令和４年 

胃がん 41.8％ 41.7％ 42.7％ 

大腸がん 42.2％ 43.5％ 47.3％ 

肺がん 45.9％ 47.9％ 50.0％ 

乳がん 45.7％ 47.8％ 48.3％ 

子宮頸がん 44.6％ 47.4％ 43.7％ 

出典：厚生労働省 国民生活基礎調査（平成28年～令和４年） 

 

図３－22 がん検診受診率（県・全国） 

 

出典：厚生労働省 国民生活基礎調査（令和４年） 

 

イ がん検診の受診促進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、がん検診普及啓発リーフレットの作成・配布や、リレー・フォ

ー・ライフ、がん克服シンポジウム、ピンクリボンかながわ等のイベン

ト・講習会を通じた、がん検診の普及啓発事業を行いました。 

 

○ 県は、がん検診の受診率の向上に向け、協定企業との連携によるがん対

策推進員制度の推進、企業向けの研修や県民への普及啓発など、地域・職

域と連携した取組を行いました。 
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○ 医師国民健康保険組合では、特定健康診査及び人間ドックと同時にがん

検診を受診できるよう環境整備に努めました。また、警察共済組合神奈川

県支部では、定期健康診断へのＣＥＡ・ＰＳＡ検査の上乗せや、希望者へ

のＰＥＴ健診を実施し、一部費用の助成を行いました。 

 

○ 協会けんぽ神奈川支部では、年度当初に事業所を通じた受診勧奨に加

え、自宅にダイレクトメールを送るなど受診勧奨の強化を図るとともに、

健診機関等を簡便に検索するための特設Ｗｅｂサイトを構築し、利便性の

向上に努めました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 本県は、肺がんを除き、がん検診受診率の目標は達成できませんでした

が、機会を捉えた普及啓発や地域職域と連携した受診促進を推進したこと

が受診率向上の要因の一つと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 国のがん対策推進基本計画が改定され、がん検診受診率の目標が 60％

に引き上げられたことから、更に受診率向上の取組を推進していく必要が

あります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、市町村や協定企業等と連携しながら、リーフレット、広報誌、

YouTube 配信（動画配信）等多様な媒体を活用するなどして、がん検診の

受診促進を図ります。 

 

○ 県は、市町村等の検診実施主体や検診機関、企業等と連携して、乳がん

検診受診促進のためのピンクリボン活動を実施するなど、がん検診の必要

性や正しい知識について普及啓発を行います。 

 

○ 県は、引き続き、協定企業と連携し、推進員の増員を進め、多くの県民

や事業所への働きかけ、がん検診受診率向上を図ります。 

 

○ 県は、各地域において、事業主等にがん検診の必要性や正しい知識を普

及啓発し、事業主等を通じて従業員やその家族のがん検診受診を促進しま

す。 

 

○ 県は、国が作成した「受診率向上施策ハンドブック（第３版）」におい

て紹介された、がん検診の受診率向上効果が実証された事例やがん検診個

別受診勧奨・再勧奨のための資材等について、市町村に積極的な導入を働

きかけます。また、市町村における活用結果や課題を把握し、市町村間で

共有することにより、受診率向上に向けた効果的な取組を普及します。 
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(6) 予防接種の推進 

ア 現状 

予防接種については、第三期医療費適正化計画において、「風しんに係る普及

啓発及び大人の風しん予防接種の推奨」を目標として定めました。 

県内の風しんの予防接種者数は、令和３年度までに 20 万人以上となり、風し

ん患者の県内発生状況は令和 30 年度 414 件から令和５年度２件と大幅に減少し

ました。 

 

イ 予防接種の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、風しんの予防接種を受ける機会が少なかった働き盛りの男性世代

を対象に、風しん予防啓発やそのための制度周知を継続して実施しまし

た。 

 

○ 県は、ホームページ等で風しんに関する正しい知識の周知や抗体検査・

予防接種の勧奨や無料の風しん抗体検査等を実施しました。 

 

○ 医師国民健康保険組合や警察共済組合神奈川県支部では、インフルエン

ザの予防接種の助成をするなど予防接種の推進を図っています。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 風しん患者の県内発生数が減少したことは、働き盛りの男性世代を対象

に普及啓発を推進したことや、新型コロナウイルス感染症蔓延で感染予防

に対する意識が高まったことが要因の一つと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 予防接種は、感染症の発生や重症化の予防、まん延防止等において、重

要な役割を担っており、将来的な医療費負担の軽減が期待されるため、適

正な実施を推進していくことが必要です。 

 

○ 県及び市町村は、県民が予防接種を受けようと希望する場合、予防接種

を受けられる場所、医療機関等に関する情報等について正しい情報を得ら

れるようにする必要があります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、ワクチン及び接種に関する正しい知識を普及することで、市町村

及び各医療機関の円滑なワクチン接種をサポートし、ＶＰＤ4対策の推進に

努めます。 

 

○ 県は、市町村における健康被害の救済の支援、副反応疑い報告制度の円

滑な運用への協力に努めます。 

                         
4 VPD：Vaccine Preventable Diseasesの略称で、ワクチン接種により防ぎ得る病気のこと。 
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(7) 未病対策等の推進 

    第三期期間において次の取組を行いました。 

 

ア 未病対策等の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、未病対策等の推進として、未病センターの設置促進、未病改善の

普及を行う未病サポーターの養成などにより、身近な場所で未病改善に取

り組める環境づくりを進めるとともに、子どもの未病対策、未病女子対策

などにより、ライフステージに応じた未病改善の取組を進めました。 

 

      ○ 県は、未病改善の取組に賛同する企業、団体、大学等が実施する子ども

の未病対策応援プログラムを、県内幼稚園、保育所等において実施し、子

どものころから正しい生活習慣を身に付ける取組を進めました。 

 

○ 県は、女性の健康・未病課題を取り扱うＷＥＢサイト「未病女子

navi」とそれに連動するＳＮＳ公式アカウントについて、未病に関する情

報を発信することで、女性が自らの健康課題に気づき、改善を実践する取

組を進めました。 

 

○ 県は、健康への関心が薄い層へのアプローチとして、風景写真をたどっ

ていくと同時に階段の昇降にもつながる「オフィスクライマーズ」や、廊

下にデザイン化された歩幅等のフロアシートを施すことで健康的な歩き方

につなげる「オフィスストライダーズ」などオフィス等を活用した広告医

学に基づく取組を実施し、利用者の行動変容を促しました。また、未病改

善の取組を普及啓発するため、地域のイベント等にブース出展を行いまし

た。 

 

○ 県は、自身でフレイルを早期に発見するフレイルチェックの取組を、市

町村や関係団体等と連携して実施し、コロナ禍において特に健康状態の悪

化が懸念される高齢者の未病改善の取組を推進しました。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県民の意識変容等のため、市町村等へ未病センターの認証を増やす働き

かけを引き続き進めることや、企業の取組との連携を通じ、社員の意識変

容等を促すこと、ライフステージに応じた未病対策や未病改善を支える社

会環境を一層整備するとともに、未病改善の取組を行っている人の割合の

向上につなげていきます。 
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健康の保持の推進に関する目標の達成状況 

項目 令和５(2023)年度目標値 直近実績値 

特定健康診査の実施率 70％以上 
58.1％ 

(令和４年度) 

特定保健指導の実施率 45％以上 
22.6％ 

(令和４年度) 

メタボリックシンドロームの該
当者及び予備群（特定保健指導
対象者）の減少率 

平成 20 年度比 

25％以上 

平成 20 年度比 

21.7％ 

(令和４年度) 

生活習慣病等の重症化予防 

糖尿病有病者数の増加の抑制 

22 万人 

(令和４年度目標) 

27 万人 

(令和３年度有病者数) 

糖尿病性腎症による年間新規
透析導入患者数の減少 

925 人 

(令和４年度目標) 

841 人 

(令和４年度患者数) 

80 歳(75～84 歳)で自分の歯を
20 本以上持つ人の割合 

65％ 

(令和４年度目標) 

62.7％ 

(平成 29 年度～令和元年度) 

たばこ対策 

成人喫煙率 

男性 21.5％ 女性 4.4％ 

(令和４年度目標) 

男性 27.4％ 女性 9.3％ 

(平成 29年度～令和元年度) 

公共的施設で受動喫煙を経験
した人の割合 

9.8％ 

15.5％ 

（平成 30 年度） 

がん検診 

がん検診受診率 

（胃がん・大腸がん・肺が
ん・乳がん・子宮頸がん） 

50.0％ 

胃がん    42.7％ 

大腸がん   47.3％ 

肺がん    50.0％ 

乳がん    48.3％ 

子宮頸がん 43.7％ 

(令和４年) 

予防接種 
風しんに係る普及啓発及び大
人の風しん予防接種の推奨 

－ 
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２ 医療の効率的な提供の推進に関する目標及び施策の進捗状況 

(1) 病床機能の分化及び連携の推進 

ア 現状 

高齢化の進展に伴い、本県の令和７年の病床数は、平成 27 年の病床数と比較

すると回復期を中心に不足することが「神奈川県地域医療構想」において次のと

おり推計されています。 

  

 

 

【地域医療構想の基本方針】 

○ 神奈川県地域医療構想では、県全体や県内の９つの地域における令和７年

に向けた取組の方向性を示しています。県や各地域では、地域の病院・診療

所関係者や医療保険者などと話し合いながら、それぞれの地域で必要な病床

機能の確保、在宅医療の充実、医療従事者の確保に向けた取組などを推進し

ます。また、未病を改善する取組など、健康寿命を延ばす取組とも連携し、

医療・介護ニーズの伸びの抑制を図ります。 

 

＜施策の方向性＞ 

１ 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制構築に向けた取組 

２ 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実に係る取組 

３ 将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組 

 

＜神奈川の将来のめざすすがた＞ 

誰もが元気でいきいきとくらしながら、必要なときに身近な地域で質の高

い医療・介護を安心して受けられる神奈川をめざします。 

 

＜各構想区域における将来の医療提供体制に関する構想＞ 

本県では、９の構想区域（＝二次保健医療圏）を設定 

 

 

 

 

区分 一般病所 療養病床 合計 備考

医療施設調査(平成26年) 46,267 13,462 59,729

既存病床数(平成28年3月31日現在) 46,951 14,500 61,451
保健医療計画上の数値(H19.1.1許可以前の有床診を含めていないこ
とや補正の関係から医療施設調査の結果と数値が異なる)

現状 区分
高度

急性期 急性期 回復期 小計 慢性期 合計

病床機能報告制度(平成26年(2014年)) 13,576 28,109 4,427 46,112 14,567 60,679
地域医療構想を策定にあたり、現状把握の指標として用いられるとさ
れている数値。報告率94.2％　休棟中等660床を除く

病床機能報告制度(平成27年(2015年)) 12,137 28,658 4,958 45,753 14,487 60,240 同上。報告率97.6％　休棟中等1,523床は除く

平成25年(2013年)病床数(推計ツール) 7,914 19,923 15,261 43,098 13,613 56,711
将来の必要病床数の推計方法と同じ計算方法で算出した平成25年
(2013年)の病床数

将来 平成37年(2025年)必要病床数 9,419 25,910 20,934 56,263 16,147 72,410

参考 基準病床数 － 59,985

【神奈川県地域医療構想 構想区域】 

・横浜構想区域・川崎北部構想区域・川崎南部構想区域・相模原構想区域 

・横須賀・三浦構想区域・湘南東部構想区域・湘南西部構想区域 

・県央構想区域・県西構想区域 
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令和７年の入院医療需要及び必要病床数 

 

 

 

令和７年の在宅医療等の必要量 

  

 

限られた医療資源を効果的・効率的に活用し、こうした医療需要の増加に対応

するためには、地域の医療需要を踏まえた必要な病床機能を明らかにした上で、

医療機関、地域の関係団体、行政、県民が一体となって、地域の医療需要を適切

に受け止められるよう病床機能を確保していくことが必要です。 

 

 また、急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが切れ目なく適切に受け

られるよう、病床機能の確保とあわせて、異なる病床機能を持つ医療機関等の連

携体制を構築することが必要です。 

 

 さらに、各地域に設置する地域医療構想調整会議等において、地域の医療提供

体制の現状や病床機能の確保及び連携に係る支援施策等について情報共有し、医

療機関や関係団体による取組を推進するほか、県民に対しても、分かりやすい情

報提供を行うことで、医療提供体制に対する理解を深め、適切な医療機関の選択

及び受療につなげてもらうことが必要です。 

※推計された必要病床数については、次のことに留意する必要があります。 

・「令和７年の必要病床数」は、医療法施行規則に基づき算出した令和７年の入院医療需要に対し

て、全国一律の病床稼働率（高度急性期：75％、急性期：78％、回復期：90％、慢性期：92％）

で除して算出した、令和７年の医療需要の将来推計に基づく推計値であり、必ずしも将来の医療提

供体制の変動要素（例：交通網の発達、医療技術の進歩等）を全て勘案して算出したものではない

こと 

・必要病床数は、病床を整備する目標である基準病床数とは位置づけが異なること。 
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イ 病床機能の分化及び連携の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、二次保健医療圏毎の地域医療構想調整会議などを通じて、地域に

おける議論を深めるとともに、地域医療介護総合確保基金を活用し、回復

期病床等への転換補助を行うなど、病床機能の分化及び連携の推進に向け

て取り組みました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 地域医療構想において、令和７年度の病床数の必要量を推計している

が、本県の必要病床数と最新の病床機能報告上の病床４機能区分を比較す

ると、いまだ大きな差異があります。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 次期地域医療構想の策定が予定されている令和８年度までの間は、引き

続き不足する病床機能の確保及びそれに伴う医療従事者の確保が課題で

す。また、次期地域医療構想の策定にあたっては、必要なデータ分析を行

いつつ、現行の地域医療構想の評価も踏まえ、取り組むべき方向性を整理

していく必要があります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、地域医療介護総合確保基金を活用し、不足する病床機能への転換

に対する財政支援を継続して行いつつ、医療勤務環境改善支援センターの

運営や修学資金貸付制度などにより、引き続き医療従事者の確保に努めま

す。 

 

(2) 地域包括ケアシステムの推進 

ア 現状 

在宅医療は、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しなが

ら、患者の日常生活を支える医療であり、“住み慣れた地域で誰もが尊重され、

その人らしい生活が実現できるよう地域で支える”という地域包括ケアシステム

の理念を推進するためには、不可欠の構成要素です。 

 

地域包括ケアシステムのイメージ図 

 
※本項目で「関係者」と記載のある場合は、このイメージ図における関係者を指します。 
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在宅医療は、患者のライフサイクルや健康状態の変化の中で起こりうる節目と

なる「４つの場面」を意識した取組や個別疾患への対応が必要であり、それぞれ

の現状と課題を整理し、対策を進めていくことが重要です。 

また、今後さらに増加が見込まれる在宅医療の需要に対応するためには、在宅

医療を支える医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の従事者を確保・養成していく

ことに加え、在宅医療を支える多職種の連携体制の強化が必要です。 

 

４つの場面 

 場面 現状・課題 

１ 入退院支援 
スムーズな入退院の移行を行う必要があることから、適切な入退院

支援の実施促進が課題 

２ 日常の療養支援 
住み慣れた場所での在宅療養を継続していく必要があることから、

訪問診療等（薬剤・歯科含む）の促進が課題 

３ 急変時の対応 
容態急変時対応を行う必要があることから、24 時間の往診や緊急

入院受入の体制を継続的に確保していくことが課題 

４ 看取り 
人生の最終段階における望む場所での看取りを行う必要があること

から、在宅・施設での看取り体制を確保していくことが課題 

 

在宅医療の提供体制に求められる医療機能 

 
 

イ 地域包括ケアシステムの推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県及び市町村は、在宅療養後方支援病院及び在宅医療を担う医療機関、

訪問看護ステーション、薬局、訪問介護事業所、地域包括支援センター、

居宅介護支援事業所等の連携体制の構築やそれらを支える人材育成のた

め、検討体制の整備や研修事業等、地域における取組を支援しました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 今後はさらなる在宅医療の需要増が見込まれることから、関係者間の連

携による切れ目のない継続的な医療提供体制構築を促進するため、前述の

「４つの場面」及び「多職種連携」について、それぞれの課題を整理し、

施策の方向性に反映する必要があります。 
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     ＜課題＞ 

      ○ 医師、看護師等の医療従事者は年々増加しているものの、在宅医療の大

幅な需要増と同じ割合で増やしていくことは困難であり、提供体制を増や

していくだけではなく、多職種連携やＩＣＴの活用等により、今ある資源

を効率的に活用していく必要があります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県及び市町村は、退院元の医療機関と地域の在宅医療を担う関係者間の

連携構築により、切れ目のない継続的な医療提供体制の確保を推進しま

す。 

 

○ 県は、入退院調整支援を担う人材の確保に向けた医療機関の取組に支援

を行い、病院と在宅相互の円滑な移行を推進します。 

 

○ 県や保健福祉事務所、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会、その他

医療・介護関係団体等は、医療・介護従事者を対象に、在宅医療及び訪問

看護、在宅歯科医療、薬剤師の在宅医療への参画等に関する各種研修を実

施し、医療・介護従事者のスキルの向上や多職種の連携に寄与します。 

 

○ 県は、在宅分野における多職種連携の推進に向け、医療機関が行うＩＣ

Ｔ・デジタル技術を活用した取組を支援します。 

 

○ 県は、急性期治療後のリハビリテーション機能や在宅急病時の入院受入

機能を担う回復期病床等の整備のため、病床機能の転換及び新規整備を支

援し、高齢者救急における地域完結型医療を推進します。 

 

○ 県及び保健福祉事務所は、市町村、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と

連携し、医療・介護従事者を対象に研修を行い、在宅での看取りや検案に

対応できる医療従事者を育成します。 
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(3) 後発医薬品の使用促進 

ア 現状 

後発医薬品については、数量シェアの使用割合を令和２年９月までに 80％以

上とするという国における目標を踏まえ、第三期神奈川県医療費適正化計画にお

いては、計画期間の最終年度の令和５年度に、「後発医薬品の数量シェアの使用

割合が 80％以上」を目標として定めました。 

     本県の後発医薬品の数量シェアの使用割合については、令和５年度実績で

83.6％となっています。 

目標は達成しましたが、全国値の水準を下回って推移しており、令和５年度の

実績では、全国順位は 40 位となっています。（表３－14、図３－23、図３－24） 
 

     表３－14 後発医薬品の数量シェア使用割合（県） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

後発医薬品 

(数量ベース) 
75.7％ 78.6％ 80.4％ 80.4％ 82.1％ 83.6％ 

出典：厚生労働省 調剤医療費の動向（平成30年度～令和５年度） 

 
図３－23 後発医薬品使用割合（数量シェア）の推移（県・全国） 

 

出典：厚生労働省 調剤医療費の動向(平成30年度～令和５年度) 

 

図３－24 後発医薬品の都道府県別使用割合（数量シェア） 

 

出典：厚生労働省 調剤医療費の動向(令和５年度) 
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    ＜保険者別使用割合＞ 

令和５年度の使用割合を保険者別でみると、大きな差異はありませんが、全て

の保険者で、全国値を下回っています。 

また、薬局の所在地別でみると、市町村ごとに後発医薬品の使用割合に差があ

ります。（表３－15、図３－25） 

 

表３－15 後発医薬品の保険者種別使用割合（数量シェア） 

 

出典：厚生労働省 調剤医療費の動向(令和５年度) 

 

図３－25 後発医薬品の市町村別使用割合（保険請求のあった薬局の所在地）（数量シェア） 

 

出典：厚生労働省 調剤医療費の動向(令和５年度) 

 

イ 後発医薬品の使用促進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 県は、県民に対して、「薬と健康の週間」や「お薬の基礎知識に関する

出前講座」等の機会を活用して、後発医薬品の品質や安全性などを説明

し、後発医薬品の使用促進を図りました。 

 

○ 県は、国から後発医薬品の使用促進を図る重点地域に指定され、レセプ

トデータを活用した薬効別等による使用割合の違いについての分析を行い

ました。年齢階級別使用割合では、100 歳以上が最も高く、０～４歳が最

も低く、０～９歳が低い傾向にあることが分かっています。 

 

○ 県は、神奈川県後発医薬品使用促進協議会で、県の取組や使用割合の状

況について、共有を図りました。 

 

 

 

 

（単位：％）
総数

医療保険適用計 公費
被用者保険計 国民健康保険計

協会一般 共済組合 健保組合 市町村国保 国保組合

全　国 85.3 85.0 85.8 86.1 85.3 85.5 85.0 85.0 83.7 84.3 90.8

神奈川 83.6 83.2 84.5 84.7 83.8 84.4 83.0 83.0 83.0 81.8 91.2

後期高
齢者

割
合
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○ 県は、県民に対して、後発医薬品の使用に係る理解を深めるため、チラ

シやリーフレット・シールを活用し、医療機関や保険者を通じて普及啓発

を行いました。 

 [配布実績] 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

チラシ配布 19,000 部 300,000 部 - - - 

リーフレット配布 296,103 部 - - - - 

シール配布 - - 2,000,000 部 2,000,000 部 2,000,000 部 

 

○ 各保険者は後発医薬品使用促進の普及啓発に加え、後発医薬品利用差額

通知により、使用促進を図りました。また、協会けんぽ神奈川支部では、

差額通知の発送時期に合わせて、Ｗｅｂ広告や医療機関・薬局のデジタル

サイネージ広告を実施し、普及啓発を図りました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 本県の後発医薬品の数量シェアの使用割合の向上の要因として、普及啓

発に加え、各保険者が利用差額通知を実施するなど県民に直接働きかける

取組を行ったことによるものが大きいと考えられます。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 国において、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用

していくためのロードマップ」及び「バイオ後続品の使用促進のための取

組方針」が策定され、主要目標として数量シェア使用割合 80％以上を目

指すことが引き続き示されたため、使用割合の維・向上を継続して図って

いく必要があります。また、同ロードマップで副次的な目標として定めら

れた金額シェア使用割合 65％以上を目指していく必要があります。 

 

○ 上記課題を解決するため、医療機関・薬局・製薬会社・各保険者等関係

者が協力連携して取組を行っていく必要があることから、後発医薬品別の

使用割合、地域別の使用割合など県内の状況について分析し、協議会等の

場で共有を図り、取組を重点的に行っていく地域に対して働きかける必要

があります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、後発医薬品等の目標の達成に向け、県民や医療関係者が求める情

報内容の把握や効率的な情報提供の方法等について、神奈川県後発医薬品

使用促進協議会で検討します。 

 

○ 県は、県民に対して、「薬と健康の週間」や「お薬の基礎知識に関する

出前講座」等の機会を活用して後発医薬品等の品質や安全性等を説明する

とともに、医療関係者に対して、品質に関する最新情報を発信し、後発医

薬品等の理解促進に取り組みます。 



71 

○ 県は、市町村国保や後期高齢者医療に関する金額シェアも含めた後発医

薬品の使用状況等の分析を行い、保険者の取組を支援します。 

 

○ 各保険者は、後発医薬品利用差額通知により軽減可能な自己負担額を被

保険者に通知し、後発医薬品の使用促進に取り組みます。 

 

○ 県は、国から提供されるデータを基に本県の状況を分析し、保険者協議

会等において情報共有を図ります。また、国の動向を注視するとともに、

後発医薬品の安定供給への配慮を行いつつ、必要な対策を検討していきま

す。 

 

(4) 医薬品の適正使用の推進 

ア 現状 

医薬品の適正使用については、第三期医療費適正化計画において、「かかりつ

け薬剤師・薬局の普及・定着」、「医薬品の適正使用に係る理解と普及」を目標と

して定めました。 

患者本位の医薬分業を目指すためには、県民がかかりつけ薬剤師・薬局の役割

や機能を十分理解することが重要であり、またそのメリットを実感できるように

するために普及啓発が必要です。 

重複投薬は薬の働きが強く出たり、副作用を起こしたりする可能性が高くなる

ため、医薬品の適正使用が大切です。また、国は医療機関及び薬局における重複

投薬等の確認が可能となる電子処方箋の普及促進をしています。 

 

イ 医薬品の適正使用の推進に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 薬局薬剤師は、かかりつけ薬剤師・薬局の普及啓発を図るとともに、薬

剤交付時以外にも、継続的な薬剤の適正使用のために、患者に対して必要

な服薬状況の把握や服薬指導を行いました。 

 

      ○ 県は、県民に対して、かかりつけ薬剤師・薬局の役割や、医薬品の適正

使用に係る理解を深めるため、「薬と健康の週間」や「お薬の基礎知識に

関する出前講座」を活用し、普及啓発を行いました。 

 

      ○ 県は、令和３年８月から始まった認定薬局制度（地域連携薬局）につい

て、県民や関係団体等に周知を行いました。 

       [地域連携薬局数実績] 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域連携薬局数 令和４年３月末 

201 施設 

令和５年３月末 

334 施設 

令和６年３月末 

379 施設 

 

      ○ 各保険者は重複投薬に該当する被保険者に対して、文書通知や電話・訪

問等による指導を行うとともに、必要に応じて医療関係団体に情報提供を

行うなど連携を図りました。 
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     ＜評価・分析＞ 

      ○ 認定薬局制度の周知等により地域連携薬局の施設数は着実に増加してお

り、かかりつけ薬剤師・薬局の普及定着に向けた環境整備が進んでいます。 

       

      ○ 保険者は重複投薬者に対する文書通知や電話・訪問等による指導を行う

実施体制を確立しています。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ かかりつけ薬剤師・薬局の普及・定着や、医薬品の適正使用に係る理解

と普及を図るため、県民に対して、「患者のための薬局ビジョン」に則し

た取組を引き続き行っていく必要があります。 

 

○ 令和３年８月から始まった認定薬局制度により、薬局の機能向上が期待

されることから、本制度を県民や関係団体等に引き続き周知していく必要

があります。 

 

○ 各保険者が重複投薬者に対する文書通知や電話・訪問等による指導を効

果的に行えるよう支援を行っていく必要があります。また、電子処方箋の

導入状況を踏まえながら、重複投薬の是正に係る取組について検討する必

要があります。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、認定薬局制度を県民や関係団体等に引き続き周知するとともに、

県民に対して、かかりつけ薬剤師・薬局の役割や医薬品の適正使用に係る

理解を深めるため、「くすり薬と健康の週間」や「お薬の基礎知識に関す

る出前講座」等の啓発機会を活用して普及啓発を進めていきます。 

 

○ 県は、各保険者の重複投薬者に対する文書通知や電話・訪問等による指

導の取組状況や課題を把握するため、実施状況の調査を実施するととも

に、好事例の情報提供・助言など取組の推進に向けた支援に努めます。ま

た、重複投薬等の確認を可能とする電子処方箋の普及促進を検討します。 

 

(5) 適正な受診の促進等 

ア 現状 

保険者は、重複受診や頻回受診に該当する被保険者に対して、適正な受診につ

いて指導するとともに、交通事故のような第三者の行為によって生じた医療費に

ついて、加害者への求償事務を行っています。 

また、医療機関から請求のあったレセプトについて、受給資格や請求内容に誤

りがないか、専門知識を持った職員等による点検を行っています。 

 

 

 

 



73 

イ 適正な受診の促進等に向けた取組 

     ＜主な取組及び実施状況＞ 

      ○ 各保険者は、重複受診者・頻回受診者に対して、文書通知や電話・訪問

等による指導を行うとともに、必要に応じて医療関係団体に情報提供を行

う等連携を図り、適正な受診の促進に努めました。県は、保険者に対して

重複受診等の取組イメージ及びフローチャートの通知を発出し、実施体制

整備の支援を行いました。 

 

      ○ 各保険者は、受診者に健康や医療費に対する認識、医療費の適正化への

関心が高まるよう、医療費の額等について通知する医療費通知について、

効果的に通知しました。 

 

      ○ 各保険者は、国民健康保険団体連合会との更なる連携の強化や、縦覧点

検の実施によりレセプト点検を効率的に実施しました。 

 

      ○ 各保険者は、交通事故のような第三者の行為に起因する医療費について

は、レセプト点検や医療機関等との連携により発生原因を的確に把握し、

加害者等への求償事務の充実を図りました。 

 

      ○ 県は、各保険者の医療費通知、レセプト点検、第三者行為求償事務の指

導助言を行いました。 

 

     ＜評価・分析＞ 

      ○ 各保険者は重複受診者・頻回受診者に対する文書通知や電話・訪問等に

よる指導を行う実施体制を確立しています。 

 

      ○ 各保険者は、医療費通知、レセプト点検、第三者行為求償の取組の強化

を適正に実施しています。 

 

     ＜課題＞ 

      ○ 重複受診や頻回受診に該当する被保険者に対して、適正な受診について

指導するとともに、交通事故のような第三者の行為によって生じた医療費

について、加害者への求償事務の強化をしていくことが必要です。 

 

＜今後の取組の方向性＞ 

○ 県は、各保険者の重複受診者や頻回受診者に対する文書通知や電話・訪

問等による指導の取組状況や課題を把握するため、実施状況の調査を実施

するとともに、好事例の情報提供・助言など取組の推進に向けた支援に努

めます。 

○ 県は、医療費通知、レセプト点検、第三者行為求償事務の指導助言を進

めます。 
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医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成状況 

項目 令和５(2023)年度目標値 直近実績値 

後発医薬品の使用割合 80％以上 
83.6％ 

(令和６年３月) 

医薬品の適正使用の推進 
・かかりつけ薬剤師・薬局の普及・定着 

・医薬品の適正使用に係る理解と普及 
－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


